
        令和３年度子ども・子育て関連施策について 

★：新規事業   ☆：見直し又は充実した事業 

資料４ 

個別施策３ 経済的な支援 

基本施策２ このまちで親になる 

個別施策２ 子どもと親の健康づくり 

基本施策２ このまちで親になる 

個別施策３ 経済的な支援 

基本施策２ このまちで親になる 

計画書57ページ 

○！第4章 重点的な取組み 
２乳幼児期の支援の強化 

計画書52ページ 

計画書57ページ 

 これまで、子ども医療分野におけるセーフティネットの

構築を図るため、一定の所得要件のもと、高校生までの子

どもの入院及び中学校３年生までの通院（歯科・調剤を含

む）医療費の無料化を実施してきま

したが、３年度からは、中学校３年

生までの医療費の無料化について所

得制限を撤廃します。「おっぱい都

市宣言」のまちとしての責務を果た

すべく、全ての子育て家庭が安心し

て子どもを産み育てられる環境の整

備を図ります。 

☆乳幼児・子ども医療費助成事業 

 心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間、母子

に対して、心身のケアや育児支援などを実施すること

で、産婦の心身の不調や産後うつを防ぎます。  

 ３年度は、対象者を出産

後１年未満に延長するとと

もに、市内の産科病院だけ

でなく、市外医療機関にも

拡大し、支援体制の充実を

図ります。 

☆産後ケア事業 

 不妊・不育に悩む夫婦への経済的・精神的支援を行う 

ため、引き続き、不妊治療費の助成に加え、本市独自の

制度として不育治療に対する助成を行います。 

 ３年度は、不妊治療費、不育治療費ともに所得制限を

撤廃し、より多くの夫婦の経済的負担を軽減し、子ども

を産み育てやすい環境づくりを推進します。 

☆不妊・不育治療費助成事業 



★：新規事業   ☆：見直し又は充実した事業 

個別施策２ 教育、保育環境の充実 

基本施策１ 心あたたかい光っ子が育つ 

個別施策２ 子どもをとりまくネット 

      ワーク 

基本施策３ 地域と共に未来へ向かう 

個別施策３ 特に配慮を必要とする 

       子どもや家庭への支援 

基本施策１ 心あたたかい光っ子が育つ 

計画書64ページ 連携・協働教育推進事業 

計画書37ページ 

計画書43ページ 

 令和２年度から、義務教育の９年間を「前期・中期・

後期」の３つのステップで捉える小中一貫教育の取組み

を開始しました。 

 ３年度は、教育行政や施策に精通し、専門的な知識や

先見性を備えた専属職員を配置し、カリキュラムの作成

や取組みの評価等を行い、小中一貫教育のさらなる推進

を図ります。 

☆小中一貫教育推進事業 

 「ＧＩＧＡスクール構想」に呼応した児童生徒１人１

台端末導入後の学校運営の円滑化を図るため、学校にお

けるＩＣＴ機器の活用を

支援するＩＣＴ支援業務

を委託し、準備・操作支

援、問い合わせやトラブ

ルへの対応を行います。 

☆学校ＩＣＴ支援事業 

 日本語指導が必要な外国人児童に対して、日本の学校

での生活や学習に適応できるよう、児童の在籍校に日本

語指導員を派遣し、日常

会話や文字指導など日本

語の初期指導を行うとと

もに、日本人と外国人の

子どもが共に学ぶ環境を

創出し、多文化共生社会

に向けた人材育成を図り

ます。 

★日本語学習支援事業 


